
建設業法施行規則（抄） 
 
（帳簿の記載事項等）  
第二十六条  法第四十条の三 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりと

する。  
一  （略） 
二  （略） 
三  発注者（宅地建物取引業法 （昭和二十七年法律第百七十六号）第二条

第三号 に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第二十八条に

おいて同じ。）と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に

掲げる事項 
イ 当該住宅の床面積 
ロ 当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 
（平成十九年政令第三百九十五号）第三条第一項 の建設新築住宅であると

きは、同項 の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担

割合（同項 に規定する建設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同

じ。）の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合 
ハ 当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人（特定住宅瑕疵担保責任

の履行の確保等に関する法律 （平成十九年法律第六十六号）第十七条第一

項 に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人をいう。）と住宅建設瑕疵担保責

任保険契約（同法第二条第五項 に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約

をいう。）を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付し

ているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称 
四 （略） 

２ （略） 
３ （略） 
４ （略） 
５  法第四十条の三 の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工

事を請け負つた建設業者（作成特定建設業者を除く。）にあつては第一号及び

第二号に掲げるもの又はその写し、作成特定建設業者にあつては第一号から

第三号までに掲げるもの又はその写しとする。  
一  建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成

図（建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。）  
二  建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者と

の打合せ記録（請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。）  
三  施工体系図  

６ （略） 



７  （略） 
８  （略）  
 
（帳簿の記載方法等）  
第二十七条  前条第一項各号に掲げる事項の記載（同条第六項の規定による記

録を含む。次項において同じ。）及び同条第二項各号に掲げる書類の添付は、

請け負つた建設工事ごとに、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又

は明らかになつたとき（同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、当該建

設工事を請け負つたとき）に、遅滞なく、当該事項又は書類について行わな

ければならない。  
２  前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、当

該変更があつた年月日を付記して変更後の当該事項を記載しなければならな

い。  
 
（帳簿及び図書の保存期間）  
第二十八条  法第四十条の三 に規定する帳簿（第二十六条第六項の規定によ

る記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。）及び第二十六条

第二項の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごと

に、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき（当該建設工事について注文

者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債

権債務の消滅したとき）から五年間（発注者と締結した住宅を新築する建設

工事に係るものにあつては、十年間）とする。  
２  第二十六条第五項に規定する図書（同条第八項の規定による記録が行われ

た同項のファイル又は磁気ディスクを含む。）の保存期間は、請け負つた建設

工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから十年間とする。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


